
第２号議案 

 

東北東京間連系線に係る広域系統整備の実施案及び 

費用負担割合の案のうち費用負担額の試算の変更について 

 

（案） 

 

東北東京間連系線に係る広域系統整備計画について、第８１回理事会において、

実施案及び事業実施主体並びに費用負担割合の案を決定の上、事業実施主体及び費

用負担候補者（提起者及び応募者）に対し通知した。同通知後、第８５回理事会に

おいて、応募者からの応募取り下げ等の申し出を受け付けた。 

これに伴い、業務規程第５８条第３項に基づき、以下のとおり実施案の変更を決

定の上、事業実施主体に対し通知する。 

また、送配電等業務指針第４７条第４項に基づき、以下のとおり費用負担割合の

案のうち費用負担額の試算を変更の上、応募取り下げを申し出た応募者を除く費用

負担候補者（提起者及び応募者）に対し通知し、同意の意思確認を行う。 

 

１． 実施案の変更及び事業実施主体への通知 

（１）実施案の変更内容 

別紙１のとおり、東北東京間連系線の運用容量（東北から東京向け）を

10,680MWから 10,280MWに変更する。 

（２）事業実施主体への通知 

東北電力株式会社へ別紙２により通知する。 

 

２． 費用負担割合の案のうち費用負担額の試算の変更及び費用負担候補者（提起

者及び応募者）への通知 

（１）費用負担額の試算の変更 

別紙３のとおり。 

（２）費用負担候補者（提起者及び応募者）への通知 

提起者１社及び応募者５社へ、別紙４により通知する。 

 

以上 

 

【添付資料】  

別紙１：東北東京間連系線に係る広域系統整備計画実施案の変更内容 

別紙２：事業実施主体への通知文書 

別紙３：費用負担額の試算の変更 

別紙４：費用負担候補者（提起者及び応募者）への通知文書 
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費用負担額の試算の変更 

 

「東北東京間連系線に係る広域系統整備に要する費用の費用負担割合の案について」（第８１回理

事会決定）の別添「費用負担額の試算」を、本紙のとおり変更する。 

 

 現時点における費用負担の試算額 

本費用負担割合の案に基づく現時点における費用負担の試算額は、以下のとおりである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※1 区間１の用地取得等（土地費の全額、地役権設定の半額及び既設送電線の電磁誘導対策費）を含む。 

    ※2 消費税等相当額を除く。 

 

 

 試算の前提となる諸元 

・拡大した運用容量 

   東北東京間連系線の拡大した運用容量は 455 万 kW（運用容量は 1,028 万 kW）※１ 

  ・電力取引拡大希望量 

    3,855,600kW（6 社、6 発電所） 

    ・広域系統整備に要する費用 

    1,530 億円（消費税等相当額除く）※２ 

 

   ※1 現時点の電力取引拡大希望量に基づいている。 

    ※2 広域系統整備計画決定後の実施設計及び工事実績等により変動する可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 

区間 区分 受 益

試算額※2

特定負担
一般負担

合計
東北 東京

区間１

Ⅰ
運用容量拡大
（応募電源利用分）他

380億円
（9,859円/kW）

－ － 380億円

Ⅱ
運用容量拡大
（空容量相当）

－ － 68億円 68億円

Ⅲ
供給信頼度等向上
（出力抑制回避）

－ 87億円 － 87億円

Ⅳ
供給信頼度等向上
（停電回避）

－ － 18億円 18億円

Ⅴ 設備更新他※1 － 36億円 15億円 51億円

区間２ Ⅵ
広範囲の裨益
（地内基幹系統）

－

その他 Ⅶ
供給信頼度等向上
（エリア全体の安定供給対策）

－
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 試算の詳細 

(１) 工事区分ごとの概算工事費 

 工事区分ごとの概算工事費は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

※1 消費税等相当額を除く。広域系統整備計画決定後の実施設計及び工事実績等により変動する可能性がある。 

※2 用地取得等（土地費の全額、地役権設定の半額及び既設送電線の電磁誘導対策費）を含まない。 

注 端数処理のため、合計は一致しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区間 工事区分 番号 

概算工事費※１ 

一般負担のみ

の対象工事費 

特定負担と一

般負担の按分

対象工事費※２ 

区間 2 

500kV 送電線 

引出増設 
⑥   

500kV 送電線新設 
②   

④   

 ⑤（①の送電線引出

分除く） 
  

区間 1 

 

⑤（①の送電線引出

分） 
  

500kV 送電線新設 
①    

③   

その他 

調相設備整備、給電シ

ステム改修、系統安定

化システム整備 

   

合計   957億円 572億円 

500kV 開閉所新設 

発電所

変電所

開閉所

500kV送電線

275kV送電線

黒：既設

青：対策箇所（区間１）

緑：対策箇所（区間２）

①

②

③

④

区間２

区間1

⑤

常磐幹線南側

相馬双葉幹線

⑥

宮城(変)

宮城中央(変)

西仙台(変)

常磐幹線北側（仮）Ｍ北幹線

（仮）Ｍ開閉所

（仮）Ｍ南幹線

相馬双葉幹線接続変更

新福島（変）

南いわき（開）

川内線
福島幹線山線

南相馬（変）

新いわき（開）
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(２) 供給信頼度等向上の受益評価（区間１） 

 区間１の供給信頼度等向上の受益評価において、地域間連系線に並行する既設送電線

は、常磐幹線南側、相馬双葉幹線、川内線であり当該送電線ルート故障時の影響の評価

結果は以下のとおり。 

【既設発電設備の出力抑制の回避が可能となる発電設備の容量】 

  

 

 

 

 

【停電の回避が可能となる需要の量】 

 

 

 

 

 

   

 区間１の運用容量拡大の受益、供給信頼度等向上の受益（出力抑制回避、停電回避）の

評価結果は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1 特定負担と一般負担の按分対象工事費５７２億円から、設備更新受益評価対象工事費２１億円（詳細は次項（３）） 

を差し引いたもの。 

※2 ③＝①×② 

※3 ⑦＝③×④／（④＋⑤＋⑥） 

※4 ⑧＝③×⑤／（④＋⑤＋⑥） 

※5 ⑨＝③×⑥／（④＋⑤＋⑥） 

注 端数処理のため合計は一致しない。消費税等相当額を除く。工事費は広域系統整備計画決定後の実施設計及び工事実
績等により変動する可能性がある。 

 

 運用容量拡大の受益の内、特定負担額、一般負担額の試算額は以下のとおり。 

 特定負担額⑩＝⑦の合計×電力取引拡大希望量（３８５．５６万 kW）／④ 

＝３７８億円 

 一般負担額 ＝⑦の合計－⑩＝６８億円 

 

 

 

N-2故障想定
対象送電線

増強前の電源抑制量
［万ｋW］

増強後の電源抑制量
［万ｋW］

出力抑制の回避が可能
となる発電設備［万ｋW］

最大断面 最小断面 最大断面 最小断面 最大断面 最小断面 平均

常磐幹線南側 １４１ ０ ０ ０ １４１ ０ ７０．５

相馬双葉幹線 ４８０ ２２０ ０ ０ ４８０ ２２０ ３５０．０

川内線 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０．０

N-2故障想定
対象送電線

増強前の停電の量
［万ｋW］

増強後の停電の量
［万ｋW］

停電の回避が可能
となる需要［万ｋW］

最大断面 最小断面 最大断面 最小断面 最大断面 最小断面 平均

常磐幹線南側 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０．０

相馬双葉幹線 ２２９ ０ ０ ０ ２２９ ０ １１４．５

川内線 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０．０

N-2故障想定対象送電線

供給信頼度
等受益評価
対象工事費
［億円］②

※１

距離比率按
分工事費
［億円］
③※２

増強により
拡大した運
用容量

［万kW］
④

出力抑制の
回避が可能
となる発電

設備
［万kW］

⑤

停電の回避
が可能とな
る需要
［万kW］

⑥

供給信頼度等向上の受益による
試算額［億円］

線路名 亘長
比率
①

特定負担
と

一般負担

一般負担

運用容量
拡大
⑦※３

既設電源
の

抑制回避
⑧※４

需要の
停電回避
⑨※５

常磐幹線南側 ４４ｋｍ ４４％

５５１

２４２

４５５

７０．５ ０ ２１０ ３３ ０

相馬双葉幹線 ２６ｋｍ ２６％ １４４ ３５０ １１４．５ ７１ ５５ １８

川内線 ３０ｋｍ ３０％ １６４ ０ ０ １６４ ０ ０

区間１合計 － － － － － ４４６ ８７ １８
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(３) 設備更新の受益評価（区間１） 

 区間１の設備更新の受益評価結果は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 消費税等相当額を除く。広域系統整備計画決定後の実施設計及び工事実績等により変動する可能性がある。 

※2 各エリアにおける内訳は、東北エリア   百万円、東京エリア     百万円。 

 

(４) 特定負担額と一般負担額の試算結果のまとめ（区間１） 

 区間１の特定負担と一般負担の按分対象工事費における特定負担額と一般負担額の試算

結果をまとめると以下のとおりとなる。 

  

 

 

 

 

※ 消費税等相当額を除く。広域系統整備計画決定後の実施設計及び工事実績等により変動する可能性がある。  

注 端数処理のため合計は一致しない。 

 

(５) 各電気供給事業者における応募量 1ｋＷあたりの特定負担額 

 各電気供給事業者における応募量 1ｋＷあたりの特定負担額の試算結果は以下のとおり。 

（特定負担額合計／電力取引拡大希望量合計） 

=380 億円／3,855,600 kW ≒ 9,859 円／kW（消費税等相当額を除く） 

 

以上 

評価受益
対象工事費
［億円］※

特定負担額
［億円］※

一般負担額［億円］※

空容量
既設電源の
抑制回避

需要の
停電回避

設備更新
による受益

供給信頼度等向上 ５５１ ３７８ ６８ ８７ １８ －

設備更新 ２１ ３ － － － １９

区間１合計 ５７２ ３８０ ６８ ８７ １８ １９

受益が想定される対象工事 受益
（太字が支配的な要因）

受益による試算額※１

概要 概算工事費※1 一般負担 特定負担

相馬双葉幹線の鉄塔建替、
電線張替

設備更新による受益

供給信頼度等の向上による受益

福島幹線山線の鉄塔建替
設備更新による受益

供給信頼度等の向上による受益

４電気所の保護継電器取替
設備更新による受益

供給信頼度等の向上による受益

合 計 ２,１３５百万円 設備更新による受益
※２

１,８８２百万円 ２５３百万円
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